
 

 

 

 

 

 

  

 

岡山市社会福祉協議会切山基金活用による 

【申請・問い合わせ先】※本会各区事務所・分室でも申請受付等の対応をいたします。 

社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会 地域福祉課 地域福祉係 

〒700-8546  岡山市北区鹿田町１－１－１（岡山市保健福祉会館７階） 

Tel：（086）222-8619  Fax：（086）222-8621 

E-mail：chiiki@okayamashi-shakyo.or.jp 

 

※詳細については、本会ホームページをご確認いただくか、 

 下記までお問い合わせください。 

新型コロナウイルス感染症流行後も今なおその影響は残り、経済的な困窮、社会

的な孤立が深刻化している。これらの問題から生じる地域生活課題解決に取り組

む団体であり、岡山市内で主たる活動をしている NPO 法人、町内会、ボランテ

ィアグループ等 

※法人格の有無は問わないが、団体の規約等を有していること 

※政治活動、宗教活動及び営利を目的としない団体であること 

※反社会的勢力及び反社会的勢力と密接な関わりがある団体でないこと 

１団体あたりの助成上限額１０万円 
 ※助成金の交付は 1 団体につき 1 回に限る 

以下をすべて満たす活動 

①新型コロナウイルス感染症流行後も影響が残る、経済的な困窮・社会的な孤立

等による地域生活課題解決に取り組む活動 

②令和５年４月 1 日から令和６年３月 31 日の間に実施する活動 

③感染症予防に留意した活動 
 ※営利目的、団体内の親睦、活動場所が岡山市外の活動は対象となりません 

令和５年１０月２５日（水）【必着】 

 ※各月２５日までに申請を受理したものを翌月に審査を行います 

①人件費、家賃、団体運営のための賃借料・光熱費等 

②団体員への謝礼金、食事代等 

③単価１万円を超える物品の購入費 

④テレビ・パソコン等汎用性のある物品の購入費 

⑤その他、助成事業に直接結びつかない費用 

・子ども食堂の開催 

・生活困窮世帯への食材等の提供 

岡山市社会福祉協議会は、アフターコロナを見据えながら福利活動に取り組む団体の活動を応援します。 

令和５年度 


